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第 52 期 平 成 29 年 度 第 ３ 回 香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 議 事 録  

 

平 成 29 年 8 月 1 日 （ 火 ）  

於 ： 高 松 サ ン ポ ー ト 合 同 庁 舎  

香 川 労 働 局 第 1 会 議 室  

 

出 席 者  公  益  側   東 、 柴 田 、 高 塚 、 松 浦  

    労 働 者 側   楠 本 、 瀧 、 中 村 、 土 田 、 福 家 良  

    使 用 者 側   安 部 、 綾 田 、 友 國 、 濱 田 、 福 家 正  

 

議  題  (１ )  平 成 29 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 伝 達  

に つ い て   

(２ )   香 川 県 冷 凍 調 理 食 品 製 造 業 最 低 賃 金 ほ か 特 定 最 低

賃 金 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無 に つ い て （ 諮 問 ）  

 

【 賃 金 室 長 】  た だ 今 か ら 、 平 成 29 年 度 第 ３ 回 目 の 香 川 地 方 最 低

賃 金 審 議 会 を 開 催 い た し ま す 。  

本 日 は 、 佐 川 委 員 が 欠 席 さ れ て お り ま す が 、 出 席 者 は 14 名 で 最

低 賃 金 審 議 会 令 第 ５ 条 第 ２ 項 に 定 め る 定 足 数 を 満 た し て お り ま す

こ と を ご 報 告 い た し ま す 。  

 本 日 の 資 料 の 確 認 を お 願 い い た し ま す 。  

１  「 平 成 29 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 に つ い て （ 答 申 ）」 

２  「 香 川 県 特 定 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 を 求 め る 申 出 書 の 写 し 」  

で ご ざ い ま す 。冷 食 は 7 ペ ー ジ か ら 、機 械 は 9 ペ ー ジ か ら 、船 舶

は 11 ペ ー ジ か ら 、電 気 は 13 ペ ー ジ か ら と な っ て お り ま す 。不 備 は

ご ざ い ま せ ん で し ょ う か 。  

そ れ で は 松 浦 会 長 、 議 事 の 進 行 を お 願 い い た し ま す 。  

【 松 浦 会 長 】  本 日 の 会 議 次 第 は お 手 元 の と お り で ご ざ い ま す 。  

ま ず 、 議 題 １ の 「 平 成 29 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 伝 達
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に つ い て 」 で す 。  

こ れ に つ い て 、 事 務 局 の 方 で 説 明 を お 願 い し ま す 。  

【 賃 金 室 長 】  は い 、 そ れ で は 資 料 の １ の 答 申 文 書 を ご 覧 下 さ い 。 

７ 月 27 日 に 中 央 最 低 賃 金 審 議 会 よ り 厚 生 労 働 大 臣 あ て 、 本 年 度

の 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 に つ い て の 答 申 が 出 さ れ ま し た の

で ご 説 明 い た し ま す 。  

 ま ず 目 安 金 額 で す が 、平 成 29 年 ７ 月 25 日 の 中 央 最 低 賃 金 審 議 会

目 安 に 関 す る 小 委 員 会 に お き ま し て 、今 年 度 の 引 上 げ の 目 安 額 が 全

国 加 重 平 均 で 昨 年 の 24 円 を 1 円 上 回 る 25 円 と い う 結 果 で ま と め ら

れ ま し た 。  

 目 安 額 を 引 上 率 に 換 算 し ま す と 3.0％ で ご ざ い ま し て 、 昨 年 の 引

上 率 と 同 じ 水 準 と な っ て お り ま す 。ラ ン ク 別 に 見 ま す と 、Ａ ラ ン ク

26 円 、 Ｂ ラ ン ク 25 円 、 Ｃ ラ ン ク 24 円 、 Ｄ ラ ン ク 22 円 と い う こ と

で 示 さ れ 、全 ラ ン ク に お い て 昨 年 の 目 安 額 を 超 え る 高 い 水 準 と な り

ま し て 、 最 低 賃 金 が 時 給 で 示 さ れ る よ う に な っ た 平 成 14 年 以 降 、

最 大 の 目 安 額 と な っ て お り ま す 。  

 香 川 県 は Ｃ ラ ン ク で 生 活 保 護 水 準 と 最 低 賃 金 の 乖 離 が 生 じ て お

ら ず 24 円 と な っ て お り ま す 。  

 次 に 答 申 内 容 で す が 、  

１  平 成 29 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 に つ い て は 、 そ の 金

額 に 関 し 意 見 の 一 致 を み る に 至 ら な か っ た 。  

２  地 方 最 低 賃 金 審 議 会 に お け る 審 議 に 資 す る た め 、上 記 目 安 に 関

す る 公 益 委 員 見 解 （ 別 紙 1） 及 び 中 央 最 低 賃 金 審 議 会 目 安 に 関 す

る 小 委 員 会 報 告 （ 別 紙 2） を 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 に 提 示 す る も の

と す る 。  

３  地 方 最 低 賃 金 審 議 会 の 審 議 の 結 果 を 重 大 な 関 心 を も っ て 見 守

る こ と と し 、同 審 議 会 に お い て 、別 紙 １ の ２ に 示 さ れ て い る 公 益

委 員 の 見 解 を 十 分 参 酌 さ れ 、自 主 性 を 発 揮 さ れ る こ と を 強 く 期 待

す る も の で あ る 。  
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別 紙 １ の ２ に 示 さ れ て い る 公 益 委 員 の 見 解 と は 、目 安 小 委 員 会

は 、 今 年 度 の 目 安 審 議 に 当 た っ て 、 平 成 29 年 全 員 協 議 会 報 告 の

３（ ２ ）で 合 意 さ れ た 今 後 の 目 安 審 議 の 在 り 方 を 踏 ま え 、特 に 地

方 最 低 賃 金 審 議 会 に お け る 自 主 性 発 揮 が 確 保 で き る よ う 整 備 充

実 や 取 捨 選 択 を 行 っ た 資 料 を 基 に す る と と も に 、働 き 方 改 革 実 行

計 画 に 配 意 し た 調 査 審 議 が 求 め ら れ た こ と に つ い て 特 段 の 配 慮

を し た 上 で 、 総 合 的 な 審 議 を 行 っ て き た 。  

  今 年 度 の 公 益 委 員 見 解 を 取 り ま と め る に 当 た っ て は 、特 に 非 正

規 雇 用 労 働 者 の 処 遇 改 善 が 社 会 的 に 求 め ら れ て い る こ と を 重 視

し 、名 目 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率 は 前 年 に 比 べ 低 下 し た も の の 、賃 金 改 定 状

況 調 査 結 果 第 ４ 表 の 賃 金 上 昇 率 や 春 季 賃 上 げ 妥 結 状 況 等 に お け

る 非 正 規 雇 用 労 働 者 及 び 中 小 企 業 の 正 規 雇 用 労 働 者 の 賃 金 上 昇

率 な ど 賃 金 に 関 す る 指 標 が 全 般 的 に 上 昇 傾 向 に あ る こ と 、影 響 率

は 上 昇 し て い る 一 方 、雇 用 者 数 等 に つ い て は 増 加 傾 向 に あ る こ と 、

地 域 別 最 低 賃 金 の 最 高 額 に 対 す る 最 低 額 の 比 率 を 引 き 続 き 上 昇

さ せ て い く 必 要 が あ る こ と 等 、様 々 な 要 素 を 総 合 的 に 勘 案 し 、検

討 を 行 っ た と こ ろ で あ る 。  

４  政 府 に お い て 、中 小 企 業・小 規 模 事 業 者 の 生 産 性 向 上 等 の た め

の 支 援 や 、取 引 条 件 の 改 善 等 に 引 き 続 き 取 り 組 む こ と を 強 く 要 望

す る 。  

５  行 政 機 関 が 民 間 企 業 に 業 務 委 託 を 行 っ て い る 場 合 に 、年 度 途 中

の 最 低 賃 金 額 改 定 に よ っ て 当 該 業 務 委 託 先 に お け る 最 低 賃 金 の

履 行 確 保 に 支 障 が 生 じ る こ と が な い よ う 、発 注 時 に 特 段 の 配 慮 を

要 望 す る 。  

 以 上 で ご ざ い ま す 。  

【 松 浦 会 長 】   た だ 今 の 事 務 局 の 説 明 に 対 し て 、ご 質 問 、あ る い

は ご 意 見 な ど が あ れ ば お 願 い い た し ま す 。  

（ 各 委 員 よ り 「 な し 」 の 声 あ り ）  

【 松 浦 会 長 】   続 き ま し て 、議 題 ２ の「 香 川 県 冷 凍 調 理 食 品 製 造
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業 最 低 賃 金 ほ か 特 定 最 低 賃 金 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無 に つ い て（ 諮

問 ）」 に 移 り ま す 。  

ま ず 、 資 料 等 に つ い て 事 務 局 か ら 説 明 を お 願 い い た し ま す 。  

【 賃 金 室 長 】  お 配 り し て お り ま す 資 料 の 7 ペ ー ジ か ら の ４ つ の

特 定 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 を 求 め る 申 出 書 の 写 し を ご 覧 く だ さ い 。  

香 川 県 内 の ４ つ の 特 定 最 低 賃 金 に つ い て 、資 料 の と お り 改 正 の 申

出 が あ り ま し た 。  

い ず れ も 、そ れ ぞ れ の 最 低 賃 金 の 適 用 を 受 け る 労 働 者 の 概 ね ３ 分

の １ 以 上 の 者 の 合 意 に よ り 行 わ れ て お り 、他 の 申 出 要 件 も 満 た し て

お り ま す の で 受 理 い た し ま し た 。  

今 回 の 申 出 は 、４ 業 種 と も 公 正 競 争 ケ ー ス で 、金 額 の 改 正 で ご ざ

い ま す 。  

つ き ま し て は 、４ つ の 特 定 最 低 賃 金 に つ い て 、香 川 労 働 局 長 か ら

香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 会 長 あ て「 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無 に つ い

て 」 の 諮 問 を さ せ て い た だ き ま す 。  

辻 労 働 局 長 か ら 会 長 へ 諮 問 文 を お 渡 し い た し ま す 。  

（ 辻 労 働 局 長 よ り 、 諮 問 文 を 会 長 へ 手 交 ）  

【 松 浦 会 長 】 そ れ で は 事 務 局 の 方 で 諮 問 文 の 写 し を 配 付 し て く だ

さ い 。  

（ 事 務 局 よ り 各 委 員 へ 諮 問 文 （ 写 ） を 配 布 ）  

【 松 浦 会 長 】  皆 さ ん お 手 元 に 行 き 渡 っ た で し ょ う か 。  

そ れ で は 、 事 務 局 で 読 み 上 げ て く だ さ い 。  

【 賃 金 指 導 官 】 各 諮 問 文 の 別 添 の 申 出 書 に つ い て は 、配 付 資 料 と

同 じ で す の で 省 略 い た し ま す 。  

 香 労 発 基 0801 第 1 号  平 成 29 年 8 月 1 日   

 香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会  会 長  松 浦 明 治  殿  

 香 川 労 働 局 長  辻  知 之  

 香 川 県 冷 凍 調 理 食 品 製 造 業 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無

に つ い て （ 諮 問 ）  
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 平 成 2 9 年 ７ 月 24 日 付 け を も っ て 申 出 代 表 者 Ｕ Ａ ゼ ン セ ン 香 川 県

支 部 支 部 長  楠 本 敏 久  及 び フ ー ド 連 合 四 国 地 区 協 議 会 事 務 局 長  林

泰 宏  か ら 最 低 賃 金 法 第 15 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、別 添 の と お り

香 川 県 冷 凍 調 理 食 品 製 造 業 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 に 関 す る 申 出 が あ

っ た の で 、同 法 第 21 条 の 規 定 に よ り 、そ の 必 要 性 の 有 無 に つ い て 、

貴 会 の 意 見 を 求 め る 。  

 香 労 発 基 0801 第 2 号  平 成 29 年 8 月 1 日   

 香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会  会 長  松 浦 明 治  殿  

 香 川 労 働 局 長  辻  知 之  

 香 川 県 は ん 用 機 械 器 具 、生 産 用 機 械 器 具 、業 務 用 機 械 器 具 製 造 業

最 低 賃 金 の 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無 に つ い て （ 諮 問 ）  

 平 成 2 9 年 ７ 月 10 日 付 け を も っ て 申 出 代 表 者 タ ダ ノ 労 働 組 合 執 行

委 員 長 代 行  蕪 木 慎 吾  か ら 最 低 賃 金 法 第 15 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ

き 、別 添 の と お り 香 川 県 は ん 用 機 械 器 具 、生 産 用 機 械 器 具 、業 務 用

機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 に 関 す る 申 出 が あ っ た の で 、同

法 第 21 条 の 規 定 に よ り 、 そ の 必 要 性 の 有 無 に つ い て 、 貴 会 の 意 見

を 求 め る 。  

 香 労 発 基 0801 第 3 号  平 成 29 年 8 月 1 日   

 香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会  会 長  松 浦 明 治  殿  

 香 川 労 働 局 長  辻  知 之  

 香 川 県 船 舶 製 造 ・ 修 理 業 ,舶 用 機 関 製 造 業 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 の

必 要 性 の 有 無 に つ い て （ 諮 問 ）  

 平 成 29 年 ７ 月 3 日 付 け を も っ て 申 出 者 川 崎 重 工 労 働 組 合 坂 出 支

部 執 行 委 員 長  濵 岡 光 治 、Ｊ Ａ Ｍ マ キ タ 労 働 組 合 執 行 委 員 長  大 嶋 義

浩  か ら 最 低 賃 金 法 第 15 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、別 添 の と お り 香

川 県 船 舶 製 造 ・ 修 理 業 ,舶 用 機 関 製 造 業 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 に 関 す

る 申 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 21 条 の 規 定 に よ り 、 そ の 必 要 性 の 有

無 に つ い て 、 貴 会 の 意 見 を 求 め る 。  

 香 労 発 基 0801 第 4 号  平 成 29 年 8 月 1 日   
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 香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会  会 長  松 浦 明 治  殿  

 香 川 労 働 局 長  辻  知 之  

 香 川 県 電 子 部 品・デ バ イ ス・電 子 回 路 、電 気 機 械 器 具 、情 報 通 信

機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無 に つ い て（ 諮 問 ） 

 平 成 2 9 年 ７ 月 11 日 付 け を も っ て 申 出 者 電 機 連 合 東 四 国 地 方 協 議

会 事 務 局 長  土 田 和 樹 、三 菱 電 機 労 働 組 合 丸 亀 支 部 執 行 委 員 長  西 川

啓 二  か ら 最 低 賃 金 法 第 15 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、別 添 の と お り

香 川 県 電 子 部 品・デ バ イ ス・電 子 回 路 、電 気 機 械 器 具 、情 報 通 信 機

械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 に 関 す る 申 出 が あ っ た の で 、同 法

第 21 条 の 規 定 に よ り 、 そ の 必 要 性 の 有 無 に つ い て 、 貴 会 の 意 見 を

求 め る 。  

 以 上 で ご ざ い ま す 。  

【 松 浦 会 長 】   は い 、 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

た だ 今 の 局 長 か ら の 諮 問 に 対 し て 、何 か ご 質 問 、ご 意 見 ご ざ い ま

す か 。  

（ 各 委 員 よ り 「 な し 」 の 声 あ り ）  

【 松 浦 会 長 】  そ れ で は 、こ の ４ つ の 特 定 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 の 必

要 性 の 有 無 に つ い て の 諮 問 を 受 け る こ と と い た し ま す 。  

こ の 審 議 に つ き ま し て は 、本 年 度 の 第 １ 回 本 審 で 確 認 、報 告 さ れ

ま し た「 最 低 賃 金 の 審 議 の 進 め 方 等 に つ い て 」の ３ の（ １ ）に よ り

ま し て 、 運 営 小 委 員 会 に 付 託 す る こ と と い た し ま す 。  

運 営 小 委 員 会 は 、本 日 こ の あ と 開 催 い た し ま す の で 、運 営 小 委 員

会 の 委 員 の 方 は よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

以 上 の こ と に つ い て 、ご 質 問 、あ る い は ご 意 見 な ど ご ざ い ま せ ん

か 。  

（ 各 委 員 よ り 「 な し 」 の 声 あ り ）  

【 松 浦 会 長 】   事 務 局 か ら そ の 他 な に か あ れ ば お 願 い し ま す 。  

【 賃 金 室 長 】   特 に あ り ま せ ん 。  

【 松 浦 会 長 】   次 回 の 本 審 の 日 程 に つ い て 、事 務 局 何 か ご ざ い ま
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す か 。  

【 賃 金 室 長 】  第 ４ 回 本 審 に つ き ま し て は 、８ 月 ４ 日（ 金 ）の 午 後

３ 時 か ら こ の 第 1 会 議 室 で 開 催 さ せ て い た だ く 予 定 と し て お り ま

す が 、予 備 日 と し て お り ま す ８ 月 ７ 日（ 月 ）に 引 き 続 き 金 額 審 議 を

行 う こ と と な れ ば 、８ 月 ４ 日（ 金 ）で は な く 、８ 月 ７ 日（ 月 ）に 開

催 す る こ と と な り ま す 。  

そ の 際 、県 最 賃 専 門 部 会 で の 審 議 結 果 が 全 会 一 致 と な っ て い た 場

合 に は 、審 議 会 令 ６ 条 ５ 項 の 決 議 を い た だ い て お り ま す の で 、本 審

で の 審 議 の 必 要 は あ り ま せ ん が 、仮 に 専 門 部 会 で の 結 論 が 全 会 一 致

と な っ て い な か っ た 場 合 に は 、本 審 で の ご 審 議 を お 願 い す る こ と と

な り ま す 。  

そ れ か ら 、本 日 諮 問 い た し ま し た 特 定 最 低 賃 金 改 正 決 定 の 必 要 性

の 有 無 に つ い て 、運 営 小 委 員 会 で 必 要 性 有 の 合 意 を 得 て 香 川 地 方 最

低 賃 金 審 議 会 か ら 答 申 を い た だ い た 特 定 最 低 賃 金 に つ き ま し て 、改

正 決 定 の 諮 問 を 行 う 予 定 と し て お り ま す 。  

【 松 浦 会 長 】  そ れ で は 、こ れ を も ち ま し て 第 ３ 回 香 川 地 方 最 低 賃

金 審 議 会 を 閉 会 と い た し ま す 。  

― ― 了 ― ―  


